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内科派遣する自治医科大学、県立医大地域医療枠、近大和歌山県地域枠に関し、

○ 令和７年度の医師派遣について、派遣医師数、派遣要望数及び派遣方針につい
てご説明 【現状説明】

○ 令和８年度の派遣方針（P.9）について、ご承認いただきたい。 【次年度方針】

本日ご協議いただきたい内容本日ご協議いただきたい内容
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医師派遣方針に基づく派遣計画の決定について医師派遣方針に基づく派遣計画の決定について

次年度の医師派遣方針について、地域医療対策協議会で協議

次年度の医師派遣計画について、地域医療対策協議会に報告

次年度の医師派遣方針を決定

大学・医療機関等との派遣調整

次年度の医師派遣計画の決定

【
本
日
ご
協
議
い
た
だ
く
内
容
】



3

地域医療対策協議会における協議内容地域医療対策協議会における協議内容

地域枠医師を中心としたキャリア形成プログラムの適用を受ける医師を、
どのような視点に着目して配置するか

「医師の派遣に関する事項」として協議する事項

医療法第30条の23第2項
地域医療対策協議会において協議を行う事項は、次に掲げる事項とする。
第2号 医師の派遣に関する事項

 医師偏在を踏まえた医師少数区域等への派遣

 大学による医師派遣との整合性 など

地域医療の堅持

 派遣される医師の能力開発・向上の機会の確保

 派遣される医師の負担軽減 など

医師のキャリア形成等
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派遣対象医師及び派遣中の診療科について派遣対象医師及び派遣中の診療科について

◆本方針による派遣の対象となる医師
• 自治医科大学卒業医師
• 県立医科大学地域医療枠医師
• 近畿大学和歌山県地域枠医師（へき地医療コース）

貸与期間

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 10年目以降

医学生
（１～６年生）

義務期間（貸与期間の1.5倍）

県立医大
医学部

県内勤務期間

初期臨床研修 地域派遣 後期研修 地域派遣

【地域枠医師等の義務期間の勤務イメージ】

地域派遣の5年間が派遣対象

【派遣中の診療科について】
• 原則、内科・総合診療での派遣とする
• 県内公立病院で特に医師が不足している産婦人科・精神科・小児科・救急科については、
例外的に内科以外での派遣を認める（救急科は8・9年目は内科派遣）
※産婦人科:H28以降、精神科:H29以降、小児科:R6以降、救急科:R7以降
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令和７年度の派遣方針及び医師派遣状況について令和７年度の派遣方針及び医師派遣状況について

◆令和７年度医師派遣方針（概要）＜内科派遣＞
• 派遣対象医療機関及び派遣医師にヒアリングを実施し、医師不足状況やキャリア形成を考慮
• へき地診療所には経験を積んだ卒後８年目以降の医師を派遣し、初期研修後の卒後３年目医師はバックアップ体制の
整った比較的大きな病院に派遣

○令和７年度 地域医療枠等の派遣先一覧○令和７年度　地域医療枠等の派遣先一覧

合計 自治医大
県立医大
地域医療枠

近畿大学
和歌山県地域枠

和歌山 国保野上厚生総合病院　※ 4 2 2 精神科1
那賀 公立那賀病院　※ 4 2 1 1

橋本市民病院　※ 2 2 1 1 産科1
高野山総合診療所　☆ 1 1 1
有田市立病院 4 4 4
済生会有田病院 3 1 1
県立こころの医療センター 精神科2
ひだか病院　※ 6 6 6 精神科1
和歌山病院 1 1 1
南和歌山医療センター　※ 3 1 1 救急科1
紀南病院　※ 2 2 1 1
国保すさみ病院 3 3 1 2
紀南こころの医療センター 精神科1
白浜町川添診療所　★ 1 1 1
新宮市立医療センター 6 6 3 3 麻酔科1（特例対応）
那智勝浦町立温泉病院 5 5 4 1
新宮市熊野川診療所　★ 1 1 1
古座川町七川診療所　★ 1 1 1
くしもと町立病院 3 2 2

50 41 11 27 3 8

［参考］
特定診療科等
派遣医師数

合計

派遣医師数（内科）

医療圏

派遣先医療機関
（※:へき地医療拠点病院）

（☆:診療所）
（★:へき地診療所）

橋本

有田

新宮

派遣
要望数
（内科）

御坊

田辺
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令和８年度の派遣対象医師数と派遣要望数について令和８年度の派遣対象医師数と派遣要望数について

• 令和８年度の内科派遣対象医師は全体で45名（令和7年度比 +4名）の予定
（特定診療科である産科、精神科、小児科、救急科への派遣除く。）

◆派遣対象医師数（予定）

◆派遣要望数（調査結果）
• 令和８年度の内科勤務医師の派遣要望数は全体で53名（令和７年度比+3名）

医療圏

医療機関名
（※:へき地医療拠点病院）

（☆:診療所）
（★:へき地診療所）

派遣要望数 医療圏

医療機関名
（※:へき地医療拠点病院）

（☆:診療所）
（★:へき地診療所）

派遣要望数

国保野上厚生総合病院　※ 4 国保すさみ病院 4

紀美野町国吉・⾧谷毛原診療所　★ 1 白浜町川添診療所　★ 1

那賀 公立那賀病院　※ 3 新宮市立医療センター 6

橋本市民病院　※ 2 那智勝浦町立温泉病院 4

高野山総合診療所　☆ 1 くしもと町立病院 3

有田市立病院 5 新宮市熊野川診療所　★ 1

済生会有田病院 4 古座川町七川診療所　★ 1

ひだか病院　※ 5 北山村診療所　★ 1

和歌山病院 2 53

紀南病院　※ 2

南和歌山医療センター　※ 3
田辺

御坊

田辺和歌山

新宮

合計

有田

橋本

区分
卒後
3年目

卒後
4年目

卒後
5年目

卒後
6年目

卒後
7年目

卒後
8年目

卒後
9年目以降

合計

自治医科大学 2 1 3 - - 2 3 11

県立医大地域医療枠 7 8 3 - - 3 6 27

近大和歌山県地域枠 2 2 - - - 1 2 7

合計 11 11 6 - - 6 11 45
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令和８年度 医師派遣方針の見直しポイント令和８年度 医師派遣方針の見直しポイント

★ 令和７年度現在、医師を独自確保できず地域枠医師の派遣要望があるへき地診療所へは地域枠医師を１名、直接常勤・常駐で
派遣（１年間診療所管理者として診療所で勤務）

★ 令和８年度からは、 「拠点病院等へ地域枠医師を追加派遣し、拠点病院等からの派遣によりへき地診療所を運営する体制」へ見
直したい。（※病院と診療所開設市町村との協議が整わない場合は、例外として令和８年度に限り１名常勤・常駐派遣）
なお、以下の要件のいずれも満たすへき地診療所については、医療需要の状況等を踏まえ、直接１名常勤・常駐派遣を検討すること

としたい。
① 週４日以上診療していること
② １日平均患者数（※）が２０人以上であること

※１日平均患者数＝（年間延べ通院患者数+年間訪問診療患者数）／診療日数
③ 最寄りの拠点病院等まで概ね３０分を超えること

●●町
●●診療所

地域枠医師
１名派遣

１年間常駐常勤で勤務

●●町職員の
診療所医師となる

和歌山県
（地域医療支援センター）

同一医療圏内の
拠点病院等

地域枠医師
を追加派遣

病院から複数名交代で診療所運営
（曜日交代・月単位で交代など）

●●町
●●診療所

全員病院勤務医となる

※派遣協定等

令和７年度
【現行】

令和８年度
【見直し案】

和歌山県
（地域医療支援センター）

●本要件をいずれも満たすのは、みなべ町高城診療所のみ

●高城診療所は、町で直接雇用した常勤医師が勤務しているため、
地域枠医師の派遣要望なし
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令和８年度 へき地診療所への派遣方法を見直す理由等令和８年度 へき地診療所への派遣方法を見直す理由等

◆ 見直しの理由
① 人口減少に伴い、今後へき地診療所の患者が減少してくることで、地域枠医師のキャリア形成に支障が生じるため

→ 症例数が減少
② 地域枠医師のワークライフバランスの確保のため

→ 現状では、診療所で一人勤務のため、時短勤務や育休取得が実質的に困難
③ へき地診療所の持続可能で安定的な運営のため

→ 一人の地域枠医師に全て頼った運営 ⇒ 複数名の地域枠医師で分担 ⇒ 持続可能かつ安定化

◆ これまでの主な経過と今後のスケジュール

11月21日病院・市町村と個別説明・協議

へき地医療
専門委員会議
（意見交換等）

派遣調整・決定 ●R8医師派遣開始
●R8から拠点化できなかった箇所と継続協議

7月~11月中旬（今後も継続） 12月中下旬6月24日

R7年度 R８年度

【本日】
医療対策協議会
R8派遣方針
（案）の審議

R8派遣方針（案）の検討

7月~11月中旬
【次回】

医療対策協議会
R8派遣計画
の報告

R8.3月中下旬

【へき地医療専門委員会議での主な意見等】
○ 拠点病院へ派遣する当たって、「A医師は診療所対応の医師」と決めた
状態で派遣決定すべき

○ 地域枠医師に対して、県からへき地診療所での勤務の可能性がある旨
を、予め十分に説明しておくべき

○ 病院からへき地診療所に派遣される地域枠医師は、５年目以上など
一定のルールを設定すべき

○ 拠点病院からの派遣を受ける側である市町村は、拠点との交渉において
立場が弱くなる懸念

○ 除外要件の1日平均患者数20人以上は厳しいのではないか

11月21日
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令和８年度 医師派遣方針 （案）
（自治医科大学、県立医大地域医療枠、近大和歌山県地域枠）

令和８年度 医師派遣方針 （案）
（自治医科大学、県立医大地域医療枠、近大和歌山県地域枠）

〈派遣対象医療機関〉
①から③のいずれかの要件に該当する医療機関のうち、地域医療の状況を踏まえ、派遣可能医師数の範囲内で派遣先を決定する

① 医師少数区域（病院医師少数区域含む）及び医師少数スポットに所在する公立・公的医療機関（へき地診
療所（※）を除く。）
［第８次医師確保計画で定める医師少数区域等］
医師少数区域…新宮、 病院医師少数区域…那賀、有田、新宮
医師少数スポット（旧50市町村単位）…へき地診療所又はへき地医療拠点病院が所在する地域、へき地診療所に医師を常

時派遣する公立・公的病院が所在する地域
※へき地診療所については、直接医師を派遣せず、同一医療圏内のへき地医療拠点病院（同一医療圏内にへき地医療拠点病
院がない場合は、同一医療圏内の公立・公的病院）に医師を派遣し、当該病院からの医師派遣により運営する。ただし、当該病
院からの医師派遣の協議が整わない等の場合、令和８年度に限りへき地診療所への派遣を行う。
※なお、「週4日以上診療していること」、「1日平均患者数が20人以上であること」、「最寄りのへき地医療拠点病院等まで概ね30
分を超えること」のいずれも満たすへき地診療所については、医療需要の状況等を踏まえ、派遣を検討する。

② 県保健医療計画に基づく政策医療（救急医療、災害医療、がん、難病等）上、重要な役割を担う医療機関
（和歌山医療圏に所在する医療機関を除く。）

③ 上記の他、医師少数区域に所在する公立病院において、特定の診療科医師が危機的に不足するなど、緊急か
つやむを得ない事情があると認められる場合は、個別に派遣を検討する

※派遣にあたっての留意事項
派遣先医療機関の決定にあたっては、医師のキャリア形成に配慮する
・卒後３年目医師は、指導体制が整った病院への派遣を優先する
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【参考】令和８年度の派遣対象医療機関【参考】令和８年度の派遣対象医療機関

① 医師少数区域及び医師少数スポットに所在する公立・公的医療機関
② 政策医療上の重要医療機関（和歌山保健医療圏所在医療機関を除く）
※ へき地診療所については、同一医療圏内の拠点病院等からの派遣により運営
（※病院と診療所開設市町村との協議が整わない場合は、例外として令和８年度に限り１名
常勤・常駐派遣）

医師少数区域 医師少数スポット
救急医療

（R6搬送受入
件数）※１

災害拠点病院
地域がん診療
連携拠点病院

神経難病
・結核

へき地診療所
へき地医療拠
点病院

へき地診療所に医
師を派遣する公立
病院（へき地医療拠点
病院除く）

和歌山 国保野上厚生総合病院 公立 対象 〇 442 〇

那賀 公立那賀病院 公立 対象 △ 〇 2,111 ○ ○ 〇

橋本市民病院 公立 対象 〇 1,789 ○ ○ 〇

高野山総合診療所 公立 対象 〇 73

有田市立病院 公立 対象 △ 862 ○

済生会有田病院 公的 対象 △ 477

ひだか病院 公立 対象 〇 1,701 ○ 〇

和歌山病院 国立 対象 150 ○

南和歌山医療センター 国立 対象 3,329 ○ ○ 〇

紀南病院 公立 対象 〇 2,157 ○ ○ 〇

国保すさみ病院 公立 対象 〇 155 ○

くしもと町立病院 公立 対象 ○ 743

新宮市立医療センター 公立 対象 ○ 1,970 ○

那智勝浦町立温泉病院 公立 対象 ○ 693 ○

全県 市町村開設へき地診療所 公立 対象 ○

△:病院医師少数区域 ※１:和歌山県救急医療情報システム

③へき地医療

有田

御坊

田辺

①医師少数区域及び医師少数スポット
に所在する公立・公的医療機関

②政策医療上の重要医療機関

橋本

新宮

医療圏
県内の公的な医療機関名
（和歌山市を除く）

区別 判定
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【参考】令和８年度の内科勤務医師の要望人数と令和２年度以降の派遣医師数の比較【参考】令和８年度の内科勤務医師の要望人数と令和２年度以降の派遣医師数の比較

※医療機関の内科医数:和歌山県医務課調べ（各年度4月1日時点）

令和8年度

要望人数
内科医数
（常勤）

うち
派遣人数

内科医数
（常勤）

うち
派遣人数

内科医数
（常勤）

うち
派遣人数

内科医数
（常勤）

うち
派遣人数

内科医数
（常勤）

うち
派遣人数

内科医数
（常勤）

うち
派遣人数

国保野上厚生総合病院　※ 4 10 2 10 2 11 4 10 4 11 4 10 4
紀美野町国吉・⾧谷毛原診療所　★ 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

那賀 公立那賀病院　※ 3 19 2 18 1 17 2 19 2 16 - 17 -
橋本市民病院　※ 2 30 2 30 1 26 2 20 2 25 2 19 1
高野山総合診療所　☆ 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
有田市立病院 5 6 4 8 4 10 4 9 4 8 3 9 3
済生会有田病院 4 5 1 4 - 1 - 1 - 4 - 1 0
ひだか病院　※ 5 20 6 18 6 16 6 18 6 17 4 20 3
和歌山病院 2 7 1 8 1 9 1 9 1 8 - 9 -
紀南病院　※ 2 22 2 27 2 23 2 24 2 25 3 20 1
南和歌山医療センター　※ 3 17 1 16 1 18 2 17 2 17 1 15 1
国保すさみ病院 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
白浜町川添診療所　★ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 -
新宮市立医療センター 6 18 6 18 6 19 6 19 6 22 6 19 6
那智勝浦町立温泉病院 4 5 5 4 4 5 4 4 4 6 4 5 4
くしもと町立病院 3 7 2 7 2 7 2 5 2 4 1 3 -
新宮市熊野川診療所　★ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
古座川町七川診療所　★ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
北山村診療所　★ 1 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1

53 177 41 178 37 172 42 165 43 173 35 157 29

田辺

新宮

合計

令和2年度

和歌山

橋本

有田

御坊

医療圏

医療機関名
（※:へき地医療拠点病院）

（☆:診療所）
（★:へき地診療所）

令和5年度 令和4年度 令和3年度令和6年度令和7年度


